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一般廃棄物処理施設において必要な設備の運転、点検又は整備の業務 

 

１ 業務の概要 

○ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する一般廃棄物処理施設（ごみ処理施

設、し尿処理施設、最終処分場）における廃棄物の処理に必要な設備の運転、点検又は

整備の業務。 

○ 具体的には、ごみ処理施設の燃焼設備・排ガス処理設備、し尿処理施設・最終処分場

の生物処理設備・凝集沈殿処理設備等の設備が該当する（対象設備の詳細は次ページ以

降を参照）。 

・ 燃焼設備 

供給されたごみを乾燥・燃焼させる設備。 

・ 排ガス処理設備 

排ガス中の有害ガス成分を薬剤やろ過等で処理する設備。処理工程で、適正な排ガ

スの温度管理を行う。 

・ 生物処理設備 

硝化菌、脱窒素菌など性質の異なる微生物を利用して、窒素化合物等を除去する設

備。 

・ 凝集沈殿処理設備 

薬品により汚濁物質を凝集沈殿して除去する設備。 

 

２ 専門性等 

○ ごみ処理施設では、燃焼に使用する空気の温度や排ガス温度、焼却炉へ入れるごみの

量、焼却炉内の内圧等、様々な状態を把握し、適正な範囲に保つ必要があり、これには

専門的な知識・技術・経験が必要となる。 

○ し尿処理施設・最終処分場では、硝化菌、脱窒素菌などの微生物を利用した処理を行

うことから、微生物に対する専門的な知識等がないと適切な対応ができない。 

○ 法令上、一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準が定められており、また、ダ

イオキシン類対策特別措置法等によって排出物質に対する規制がされていることから、

法令を遵守して的確に維持管理するための専門的な知識等が必要となる。 

○ 業務契約相手である地方自治体の仕様書により、経験を有する者による維持管理を求

められることも多い。 

 

３ 緊急性 

○ 東日本大震災によって生じたがれき等をできる限り速やかに処理していくため、被災

地においてニーズが高まっている。 

○ がれき等の増加や施設の不足等の影響により、被災地では処理能力が不足しており、

被災地以外の施設を活用した広域処理が必要とされていることから、被災地以外の地域

における処理量の増加も見込まれる。 

資料２ 



ごみ処理施設における対象設備（イメージ） 

受入・供給設備 運ばれてきた燃えるごみを一時貯留し、焼却炉へ供給するまでのいくつかの
設備。貯留されたごみをクレーン等で適切な量とタイミングで焼却炉へ供給。 

燃焼設備 供給されたごみを焼却炉で乾燥、燃焼。 

排ガス冷却設備 ごみ燃焼後の高温の排ガスを冷却。 

余熱利用設備（発電含む）  

排ガス処理設備 排ガス中の有害ガス成分を薬剤やろ過等で処理する設備。 
処理工程では適正な排ガスの温度管理を行う。 

灰搬出設備 ごみが燃焼後灰になり、その灰を貯留設備へ搬送。 

灰溶融設備 

灰を高温で溶融してスラグにする設備。スラグ化に
よって減容化、有害物質低減化を図ることができる。 

高温の排ガスから回収した熱により蒸気を発生さ
せて、蒸気タービンにより発電し、場内の電力及び
余剰電力は電力会社へ売電。また、蒸気を場内の
処理工程でも利用（ごみ焼却用空気を暖めるなど）。 

飛灰処理設備 

排ガス中の処理工程で除去された灰（＝飛灰と
いう）を重金属類等法的排出基準値以下にする
ために薬剤等で処理。処理工程では適正な薬
品添加量調整を行う。 

場外処分場へ 

貯留された灰を場外へ搬出。 
（灰溶融設備がない場合） 

浄化された排ガスが煙突
を介して大気へ放出。 貯留された灰を場外へ搬出。 

煙突 

場外処分場へ 

※ 上記の設備と同様の機能を有する設備や、上記の設備の運転等のために必要な設備等の関連する設備も
対象設備に含まれる。 

※      ：対象となる設備     
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し尿処理施設における対象設備（イメージ） 

受入設備 
搬入されたし尿、浄化槽汚泥を計量後に受入れて砂、石
を分離除去する設備。 

前処理設備 
し尿、浄化槽汚泥中のきょう雑物（紙、布、ビニール等）を
裁断した後に固液分離する設備。 

主処理設備 
硝化菌、脱窒素菌など性質の異なる微生物を利用してＢ
ＯＤ（有機物）、窒素化合物を除去する設備。 

高度処理設備 
主処理設備で処理しきれなかった汚濁成
分を凝集沈殿、膜、活性炭吸着等を用い
て処理して河川等へ放流する設備。 

汚泥処理設備 

焼却設備 前処理設備で分離されたきょう雑物や脱水ケーキを焼却
して減容化する設備。焼却灰は最終処分場へ搬出する。 

主処理工程で発生した汚泥を濃縮、脱水して減容化する
設備。脱水ケーキは焼却または資源化する。 

脱水された汚泥を肥料化、助燃剤化する
設備。資源化にはリン回収、メタンガス回
収もある。 

資源化設備 

※      ：対象となる設備     

※ 上記の設備と同様の機能を有する設備や、上記の設備の運転等のために必要な設備等の関連する設備も
対象設備に含まれる。 3 



最終処分場における対象設備（イメージ） 

前処理・調整槽設備 
埋立処分地からの流入水に含まれる砂、石を分離除去
する設備。また降雨などによる水量・水質変化を均一化
する設備。 

生物処理設備 
硝化菌、脱窒素菌など性質の異なる微生物を利用してＢ
ＯＤ（有機物）、窒素化合物を除去する設備。 

凝集沈殿処理設備 薬品により汚濁物質を凝集沈殿して除去する設備。 

砂ろ過活性炭吸着処
理設備 

凝集沈殿処理設備で処理しきれなかった汚濁成分を砂
ろ過、活性炭等を用いて処理して河川等へ放流する設
備。 

 
汚泥処理設備 

 

凝集沈殿処理で発生した汚泥を濃縮、脱
水して減容化する設備。脱水ケーキは埋
立処分する。 

※      ：対象となる設備     

※ 上記の設備と同様の機能を有する設備や、上記の設備の運転等のために必要な設備等の関連する設備も
対象設備に含まれる。 
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